
平
成
二
十
九
年
十
一
月
六
日
提
出

質

問

第

一

六

号

行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し
に
伴
う
保
存
期
間
一
年
未
満
の
行
政
文
書
の
扱
い
に
関

す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二
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行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し
に
伴
う
保
存
期
間
一
年
未
満
の
行
政
文
書
の
扱
い
に
関

す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
公
文
書
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
見
直
し
が
進
め
ら
れ
て
い
る

と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
以
下
質
問
す
る
。

一

現
行
の
保
存
期
間
一
年
未
満
の
行
政
文
書
に
関
し
、
「
合
理
的
な
跡
付
け
や
検
証
に
必
要
と
な
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
一
年
以
上
の
保
存
期
間
を
設
定
」
す
る
変
更
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
の
変
更
は
い
つ
の
時

点
に
作
成
さ
れ
た
文
書
か
ら
適
用
す
る
予
定
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

一
に
関
連
し
て
、
保
存
期
間
の
設
定
の
変
更
は
、
「
合
理
的
な
跡
付
け
や
検
証
に
必
要
と
な
る
文
書
」
の
廃
棄
を
少
し
で

も
減
ら
す
た
め
、
行
政
文
書
の
作
成
時
点
に
関
わ
ら
ず
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
変
更
時
点
に
現
存
す
る
全
て
の
保
存
期
間
一
年
未

満
の
行
政
文
書
に
適
用
す
べ
き
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

一
に
関
連
し
て
、
保
存
期
間
の
設
定
の
変
更
を
行
政
文
書
の
作
成
時
点
に
関
わ
ら
ず
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
変
更
時
点
に
現
存
す

る
全
て
の
保
存
期
間
一
年
未
満
の
行
政
文
書
に
適
用
し
な
い
場
合
、
そ
の
理
由
は
な
に
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


